
健 第 ９ ６ １ 号

平成２４年１２月 ３日

(社)岡山県医師会長 殿

(一社)岡山県病院協会長 殿

岡山県保健福祉部長

新種のコロナウイルスによる感染症の発生について

（症例定義の変更）

このことについて、厚生労働省から別添のとおり通知がありましたので、ご了知いただく

とともに、別添通知に該当する患者を診察した場合は本県保健福祉部健康推進課あて情報提

供いただく旨、貴会員への周知方よろしくお願いします。

また、本連絡は、次のホームページに掲載しております。

記

岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ

http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku/tuuchi/top.htm

連絡先：岡山県保健福祉部健康推進課

感染症対策班

T E L : 086-226-7331

F A X : 086-225-7283
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新種のコロナウイルスによる感染症の発生について 

（症例定義の変更） 

 

日頃より、感染症対策にご協力賜りありがとうございます。 

平成２４年９月２６日付け健感発０９２６第１号により、新種のコロナウイルス

による感染症に罹患した疑いのある患者について情報提供をお願いしたところで

すが、今般、WHO（世界保健機関）が、当該感染症の症例定義を更新したことを

受け、情報提供をお願いする患者の要件を以下のように改めます。つきましては、

貴管下医療機関に対して、本件について周知いただきますようお願いします。医療

機関から情報提供があった場合には、引き続き、その内容について速やかに当課ま

でご連絡ください。 

 

記 

 

 

（情報提供を求める患者の要件） 

 ３８度以上の発熱と咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に実

質性肺病変（例：肺炎又は ARDS）が疑われる者であり、発症前１０日以内にアラ

ビア半島又はその周辺諸国に渡航又は居住していた者。 

 但し、他の感染症によること又は他の病因が明らかな場合は除く。 

 

参考資料 

・新種のコロナウイルスについて（検疫所ホームページ） 

http://www.forth.go.jp/news/2012/11261336.html 

 

・コロナウイルス(HCoV-EMC)重症感染症（国立感染症研究所ホームページ） 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ka/hcov-emc/2186-idsc/2686-novelcorona2

012.html 
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